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第３編 計画の推進 
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１ 計画の点検・評価 

「青梅市高齢者保健福祉計画」・「青梅市介護保険事業計画」は、その進捗状況を常に管理し、精査

することが重要であり、その結果を３年後に予定される事業量見込み、保険料の見直しに反映し、よ

り質の高い健全な事業の実施を目指しています。 

このため、被保険者の代表、事業者の代表、学識経験者により構成される「青梅市介護保険運営委

員会」において、次の項目について協議・検討を行い、介護保険制度の円滑な運営を図ります。 

また、介護保険法で規定されている、「地域包括支援センター運営協議会」や「地域密着型サービス

の運営に関する委員会」の設置についても「青梅市介護保険運営委員会」（所掌事項は次の(1)から(5)）

が担うこととし、事業を推進していきます。 

また、相談窓口の充実により、サービス利用者からの要望・新たな利用意向・改善点などについ

ても市の施策に反映していくこととします。 

※青梅市介護保険運営委員会所掌事項 

(1) 「介護保険事業計画」および「高齢者保健福祉計画」の円滑な実施に関すること。 

(2) 「介護保険事業計画」および「高齢者保健福祉計画」の策定に関すること。 

(3) 地域包括支援センターの設置、運営、評価等に関すること。 

(4) 地域密着型サービスの指定、運営、評価等に関すること。 

(5) その他介護保険の運営等に関し市が必要と認める事項。 

 

２ 関係機関等との連携 

「青梅市高齢者保健福祉計画」・「青梅市介護保険事業計画」を推進していくために、地域社会の理

解と協力、また各関係団体との連携が不可欠です。 

このため、自治会、高齢者クラブ、「民生児童委員合同協議会」、「社会福祉協議会」など地域活動団

体との連携・協力関係を推進するとともに、「青梅市老人福祉施設長会」、「青梅市ケアマネジャー連絡

会」、「青梅市訪問介護サービス提供責任者連絡会」、「青梅市通所介護・通所リハビリ連絡会」など、

介護サービス事業者団体と連携・協力を推進します。 

このほか、青梅市医師会、青梅市歯科医師会、青梅市薬剤師会や青梅市接骨師会などの医療関連

団体、青梅警察署、青梅消防署、西多摩保健所などの官公庁、各個別の介護事業所や医療機関との

連携・協力を図っていきます。 

 

３ 国や都等が進める事業に係る介護事業所への支援等 

国や都は、介護人材対策として様々な事業に取り組むとともに、介護の労働環境等を改善するた

め、介護ロボット導入支援、ＩＣＴ導入支援、業務改善支援などのほか、介護分野の文書の削減・

標準化等を進めています。また、新たな介護ニーズ等に対応するため、介護施設の改修補助や防災

対応強化のための改修補助のほか、看取りの推進のための施設改修補助なども行っています。 

市では、国や都等が進める各種事業について、市内事業所への積極的に情報提供を行うととも

に、必要に応じて支援なども行います。 
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４ 自立支援・介護予防・重度化防止にかかる取組と目標                    

介護保険の基本理念である高齢者の自立支援・重度化防止に向けて継続的に取り組むため、市事業

の目標値の設定が位置づけられています。本市では第３章第３節「地域支援事業による自立支援の充

実」の事業の中から、次の目標値を設定しました。 

 

(1) 理念・方針等の周知にかかる取組 

ページ 事業名 評価指標 現状値（令和元年度） 目標値 

91 介護予防講演会 
介護予防講演会の開

催回数 
２回/年 ２回/年 

91 介護予防教室 
介護予防教室の年間

の受講人数 
延べ 937 人/年 延べ 1,200 人/年 

91 
介護予防運動等の

普及・啓発 

年間の梅っこ体操周

知回数 
11 回/年 11 回/年 

98 
認知症サポーター

養成研修 
認知症サポーター数 

延べ 5,880 人 

（令和２年３月末現在） 
延べ 10,000 人 

 

(2) 通いの場の創出にかかる取組 

ページ 事業名 評価指標 現状値（令和元年度） 目標値 

91 介護予防機能の強化 
介護予防リーダーによ

る自主グループの数 

23 か所 

（令和２年３月末現在）
30 か所 

100 認知症カフェの普及 
認知症カフェの設置

数 
１か所 ３か所 

 

(3) 生活支援コーディネーターや協議体の活動にかかる取組 

ページ 事業名 評価指標 現状値（令和元年度） 目標値 

95 
生活支援サービスの

体制整備 
第２層協議体設置数 ２か所 11 か所 

 

(4) 地域ケア会議にかかる取組 

ページ 事業名 評価指標 現状値（令和元年度） 目標値 

93 地域ケア会議の推進 検討事例数 15 事例/年 18 事例/年 
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５ 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関する取組や目標 

これまで、日常生活の支援が包括的に確保される体制として、地域包括ケアシステムの構築が進め

られてきました。また、医療では、地域医療構想にもとづく病床の機能分化・連携の取組が進められ

ており、医療と介護の連携がますます重要になってきています。 

このような背景のなかで、要介護（要支援）に対するリハビリテーションについても、介護保険で

実施するリハビリテーションサービスの見込み量の推計を行うとともに、国が示す指標を参考に、地

域の実情に応じた具体的な取組と目標を、次のように設定しました。 

 

国の示す指標 市が取組む指標 

地域として目指す 

理想像 

理想像実現のための 

具体的なビジョン 
具体的取組 目標 

要介護・要支援者が、

本人の状態に応じて、

生活している地域にお

いて、必要なリハビリ

テーションを利用しな

がら、健康的に暮らす

ことができる。 

リハビリテーション

が必要な要介護者等を

受入れるサービスの基

盤が構築できている。 

リハビリテーション

専門職の従業者数が多

く、サービス利用率も

高いため、現状の提供

体制を維持し、ニーズ

に即した整備を促進し

ます。 

リハビリテーション

を提供する事業所にお

ける給付状況やサービ

ス提供実績を注視し、

提供状況に大きな変化

があった際に迅速に対

応する体制を整えま

す。 

要支援者等が自立支

援に取り組むサービス

の提供がされている。 

介護予防・日常生活

支援総合事業にて運動

機能向上を図るサービ

スを提供し、要支援者

等の自立支援を促進し

ます。 

介護事業所等や高齢

者に向けた制度の周知

を行いつつ、フレイル

の段階にある高齢者の

すくい上げを促進し、

自立支援に取り組むサ

ービスの提供を促進し

ます。 

 

 


